
() 道路の中心線を明示する中心鋲の支給 現行制度】2 【

本市と狭あい道路の中心線の位置について協議が整った場合,上記(1)の後退杭に加え,中

心線の位置を明示する中心鋲を支給します｡ 

()後退部分の舗装整備費用の一部の補助 現行制度】3 【

後退部分について,樹木,擁壁等の撤去や舗装整備等を行 う場合,費用の一部を補助 しま

す｡

なお,補助対象となる工事は次のとお りです｡

ア 個々の敷地単位において後退を行 う場合 (個別型)

後退用地の舗装,樹木の撤去 ･移設,生垣の撤去 ･移設,擁壁の撤去 ･新設 

※ 補助金額の例 : 510円/f 実費相当額の 2分の 1を単価設定)舗装整備費 ,0 rr (

イ 交差点から交差点までの道路の片側又は両側について後退整備を行 う場合 (路線型)

上記個別型に加えて,側溝等の排水施設の撤去 ･新設,見切 りブロックの設置,塀の撤

去 ･新設 

※ 補助金額の例 : 690円/f 実費相当額の 3分の 2を単価設定)舗装整備費 ,0 rr (

() 事業の実施時期4

平成 22年 9月 1日から確認申請に連動した本格的な運用を開始します｡ただし,後退杭 ･

中心鋲の支給 ,整備費用の一部補助については,同年 6月 1日以降申出のあったものから対

象 とします｡ 

4 問い合わせ先

都市計画局 建築指導部 建築指導課 電 話 075-222-3620 

FAX 075-212-3657 

(事業のイメージ)
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